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津
久
見
市
で
は
、
平
成
15 
年
度

か
ら
国
土
調
査
法
に
基
づ
く
地
籍

調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
千
怒
広
浦
地
区
の
調

査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
関
係
者

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
区
域
内
に
土
地
を

所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、

説
明
会
の
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
地
籍
調
査
と
は

　

地
籍
と
は
、
私
た
ち
に
戸
籍
が

あ
る
よ
う
に
、
土
地
に
﹁
地
番
、

地
目
、
所
有
者
﹂
な
ど
土
地
一
筆

ご
と
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
現
在
、
土
地
に
関
す
る
資

料
と
し
て
、
土
地
登
記
簿
や
字
限

図
が
あ
り
ま
す
が
、
明
治
時
代
初

期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
不
正
確

な
も
の
が
多
く
、
現
況
と
の
相
違

が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

地
籍
調
査
と
は
国
土
調
査
法
に

基
づ
き
、
一
筆
ご
と
の
土
地
に
つ

い
て
、
そ
の
所
有
者
、
地
番
・
地

目
の
調
査
並
び
に
境
界
・
地
籍
に

関
す
る
測
量
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
新
し
く
地
図
・
簿
冊
に
作
成
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

地
籍
調
査
は
、
土
地
登
記
簿
と

字
図
の
写
し
を
も
と
に
、
こ
れ
を

現
地
と
照
合
し
な
が
ら
土
地
の
調

査
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
を
一
筆
地

調
査
と
言
い
ま
す
。

◎
地
籍
調
査
で
、
所
有
者
は
ど
ん

な
こ
と
を
す
る
の
？

　

土
地
の
所
有
者
の
方
に
は
、
一

筆
地
調
査
に
立
ち
会
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

調
査
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
①

委
託
業
者
が
開
催
す
る
説
明
会
に

出
席
し
て
い
た
だ
く　

②
隣
接
の

所
有
者
と
土
地
の
境
界
に
つ
い
て

事
前
に
確
認
を
し
て
い
た
だ
く　

③
境
界
の
見
通
し
を
よ
く
し
て
お

い
て
も
ら
う　

④
一
筆
地
調
査
終

了
後
、
結
果
確
認
の
た
め
閲
覧
を

し
て
い
た
だ
く　

な
ど
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

都
市
建
設
課
土
木
地
籍
班

☎
82-

４
１
１
６

　

国
土
交
通
省
で
は
、
都
市
部
の

地
籍
調
査
の
基
礎
資
料
と
す
る
た

め
、
土
地
活
用
促
進
調
査
を
実
施

し
ま
す
。
主
に
、
道
路
と
民
地
の

境
界
を
調
査
・
測
量
し
ま
す
の
で
、

付
近
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
期
間　

来
年
３
月
ま
で

▼
対
象　

大
字
津
久
見
の
一
部
・

大
字
青
江
の
一
部
・
大
字
徳
浦

の
一
部
の
人
口
集
中
地
区

▼
問
い
合
わ
せ
先

国
土
地
理
院
九
州
地
方
測
部

☎
０
９
２-

４
１
１-

７
８
８
１

都
市
建
設
課
土
木
地
籍
班

☎
82-

４
１
１
６

　

９
月
１
日

（月）
は
、
個
人
事
業
税

第
一
期
分
の
納
期
限
で
す
。
忘
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
個
人
事
業
税
の
納
税
に

は
、
便
利
な
口
座
振
替
の
制
度
が

ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

県
税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。︵
個
人
事
業
税
は
前
年

１
年
間
の
事
業
の
所
得
金
額
が
２

９
０
万
円
を
超
え
る
個
人
事
業
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。︶

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
税
事
務
所

☎
０
９
７-

５
０
６-

５
７
７
３

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
の
予
定

納
税
第
一
期
分
の
納
期
限
は
、
平

成
20
年
７
月
31
日

（木）
と
な
っ
て
い

ま
す
。
予
定
納
税
が
必
要
な
方
に

は
、税
務
署
か
ら
６
月
中
旬
に
、﹁
予

定
納
税
額
の
通
知
書
﹂
を
お
送
り

し
て
い
ま
す
の
で
、通
知
書
に
記
載

さ
れ
た
第
一
期
分
の
金
額
を
期
限

内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

こ
の
予
定
納
税
は
、
前
年
分
の
所

得
税
額
を
基
に
計
算
し
て
あ
り
ま

す
が
、
事
業
等
を
廃
業
し
た
り
災

害
で
財
産
に
損
害
を
受
け
た
り
し

た
た
め
、
本
年
分
の
納
税
額
が
前

年
分
よ
り
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ

る
方
は
、
平
成
20
年
７
月
15 
日

（火）

ま
で
に
予
定
納
税
の
減
額
承
認
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
予

定
納
税
や
減
額
承
認
申
請
の
こ
と

で
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、最
寄
り
の
税
務
署

に
、
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

臼
杵
税
務
署

☎
０
９
７
２-

63-

８
５
２
２

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
認
定

長
期
優
良
住
宅
に
つ
い
て
、
次
の

特
例
措
置
が
、
現
行
の
新
築
住
宅

特
例
に
代
え
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

◎
固
定
資
産
税　

新
築
か
ら
５
年

間
︵
中
高
層
耐
火
建
築
物
に
あ

っ
て
は
７
年
間
︶
税
額
が
２
分

の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

︵
１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡
相
当

分
ま
で
に
限
る
。︶

◎
不
動
産
取
得
税　

課
税
標
準
か

ら
１
、
３
０
０
万
円
を
控
除

▼
要
件　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及

の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定

す
る
認
定
基
準
︵
耐
久
性
、
可

変
性
、
維
持
管
理
の
容
易
性
等
︶

に
基
づ
き
、
行
政
庁
の
認
定
を

受
け
て
新
築
さ
れ
た
住
宅
で
あ

る
こ
と

※
床
面
積
等
の
要
件
は
、
現
行
の

新
築
住
宅
特
例
と
同
様

▼
確
認
の
手
続　

認
定
を
受
け
て

新
築
さ
れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
類
︵
認
定
通
知
書
︶

を
添
付
し
、
市
︵
税
務
課
︶
に

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
資
産
税
班

☎
82-

４
１
１
１　

内
線
１
３
０

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ

た
住
宅
に
係
る
翌
年
度
の
固
定
資

産
税
︵
１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
相

当
分
ま
で
に
限
る
。
︶
が
３
分
の

１
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
家
屋　

平
成
20
年
１
月

１
日
以
前
か
ら
所
在
す
る
家
屋

︵
人
が
居
住
す
る
家
屋
で
あ
る

こ
と
。
︶
た
だ
し
、
借
家
の
用
に

供
す
る
部
分
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

▼
改
修
工
事　

①
か
ら
④
ま
で
の

工
事
の
う
ち
、
①
を
含
む
工
事

を
行
う
こ
と 

①
窓
の
断
熱
性

を
高
め
る
改
修
工
事 

②
天
井
等

の
断
熱
性
を
高
め
る
改
修
工
事

③
壁
の
断
熱
性
を
高
め
る
改
修

千
怒
広
浦
地
区
の

地
籍
調
査
を
実
施
し
ま
す

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

土
地
活
用
促
進
調
査
に
伴
う

測
量
実
施
に
ご
協
力
を

所
得
税
の
予
定
納
税

（
第
一
期
）に
つ
い
て

個
人
事
業
税
の
納
税
を

お
忘
れ
な
く

長
期
優
良
住
宅（
２
０
０
年

住
宅
）に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
措
置

省
エ
ネ
改
修
工
事
の

固
定
資
産
税
減
額
措
置


